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○録音反訳方式を利用する場合の事務の流れ（参考）

’｜
’｜ ’’’’ 訟 廷一 庶 務 係訟廷管理宮主任自記官立 会 嘗 麗 官

’
毎月10日． (同月後半分）と25日（翌月前半分）ま
でに，聿任書記官に対し，録音反釈利用事件を報告す
る． （その後に追加する場合もあるb )

’
反飯受託者に対し、毎月11日（同月後半分）と26

日（翌月前半分）までに‘利用事件一覧表写しの写し

を送付して，反訳依頼予定時同等を連絡する．

①主任魯記官から提出
された利用事件一覧表

を訟廷事務室に備え匠
罵く．

②首席書記官及び会計

媒長に,利用事件一覧

表の写しを交付して各

・月の前半分，後半分の

録音反訳利用予定時間

等を連絡する。

③毎月11日（同月後
半分）と26日（翌月
前半分)までに｡訟廷

｜ 庶務係を通じて，反訳

｛ 受ﾛ錆に対し，利用事
件一覧表の写しを送付

して,反訳依頼予定時

間等を連絡する。

①必要事項を利用亭件

一覧表に配戦し，訟廷

衝理官に提出する（追

加分も連絡）

②①の写しを部に備え
匠く．
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①録音反訳方式を利用する旨を，必要に応じて，当
該事件の代理人（弁■士）等に連絡する．
②2台の録音機で録音し，立会メモ（必要に応じ嘗
証等の写しも）を作成する．

③訴赴関係人腱は， 「尋問等についてのお願い」を
当事者席等に配置するなどして，あらかじめ協力を
要鯖する。

屋

貢尺
(立会）

↓
１
，
コ
Ｉ

録音テープ等を直ちに反訳受託者に送付し，利用事件

一覧表に必要事項を記入する。 ’’’
’

→

録音テープ（つめを折る． ） ，立会メモ（必要に応じ

嘗証等の写しを添付）を詮廷庶務係に交付する。 （他
の録音テープは，バックアップ用として保管する． ）

雲

①反訳受託者から提出された反訳初稿，録音テープ
立会メモ（害証等の写し）を受領する．

②反訳初稿等を立会書記官に交付し，利用事件一覧
表に必要事項を記入する．

① 『録音反訳方式を利用する場合の校正事務等の要｜
領」に基づいて校正する．

②校正に3日以上を要する見込みがある場合は，そ
の旨及び見込み日数を反訳受託者に連絡する。
③録音テープと照合した結果，反訳内容の娯り，誤
字，脱字等がある増合等は，反訳初積に朱書して校
正（校正稿）し‘訟廷庶務係に提出する｡ ．

.…--------…-…~~･…~~~~~･~~~…….~~~~~~~~~~~?~~~~~~
④反訳初稿で修正依頼を要しなかった場合は， これ
に基づき鋼書を完成させる． （その場合の鋼書の記
載方法等は，修正稿に関する記礁の②，③と同じ）
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’ 繊褒……量脆者に遷愉し剰鬮事件-慰ま’に必要事項を記入する． ’
一
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’
反訳受託者から提出を受けた修正済み原稿（修正稿）

及び校正稿を受領し，修正稿等を京全書寵官に交付

し，利用事件一覧表に必要事項を配入する．

←

①選讓鰐疑:溌醗悪寵謡蹴｜
上で，当該反訳書に基づいて頂書を完成させる。
②狂人調書等の冒頭に「別紙反訳書のとおり」等と

ゞ 記載し，反訳番を添付する。

'③躯鰡暑辮鰯合は．速やかにその盲を主任書’

土

剛書が完成した旨を，速

やかに舩廷庶務係を通じ

て，反訳受舵者に連絡す
る．

唄書が完成した旨を，速

やかに訟廷管理官に通知’一一

|鯉撚琴塞に通’
’
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’一 調書が完成した旨を，速やかに反訳受配者に連絡し，

利用事件一覧表の完成連絡日欄に記入し，舩廷管理官
の押印を受ける．
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